
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
農
林
水
産
省
令
第
六
十
一
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ

ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
を
行
う
た
め
必
要
な
措
置
に
つ
き
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
防
除
区
域
）

第
二
条

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
を
行
う
区
域
（
以
下
「
防
除
区
域
」
と
い
う
。）は
、
別

表
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

（
作
付
け
の
禁
止
）

第
三
条

防
除
区
域
に
お
い
て
は
、
な
す
科
植
物
（
ソ
ラ
ヌ
ム
・
シ
シ
ン
ブ
リ
ー
フ
ォ
リ
ウ
ム
及
び
ソ
ラ
ヌ
ム
・
ペ
ル

ビ
ア
ヌ
ム
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
作
付
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う
検
査
の
結
果
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
存
在
し
て
い
る
と
認
め
た
ほ

場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
な
す
科
植
物
の
作
付
け
を
す
る
場
合

二

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
な
す
科
植
物
の
作
付
け
を
す
る
場
合

（
作
付
け
の
許
可
）

第
四
条

前
条
第
二
号
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を
経
由
し
て

農
林
水
産
大
臣
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

の
緊
急
防
除
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
な
す
科
植
物
の
栽
培
の
方
法
そ
の
他
の
事

項
に
つ
き
必
要
な
条
件
を
付
し
て
作
付
け
を
許
可
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第

二
号
に
よ
る
許
可
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
許
可
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ほ
場
の
見
や
す
い
場
所
に
、
別
記
様
式
第
三
号

に
よ
る
表
示
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
動
の
制
限
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
移
動
制
限
植
物
等
」と
い
う
。）は
、植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う
検
査
の
結
果
ジ
ャ

ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
を

示
す
表
示
を
付
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
防
除
区
域
以
外
の
地
域
に
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研

究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
、
及
び
調
査
を
行
う
た
め
、
植
物
防
疫
官
（
植
物
防

疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
又
は
網
走
市
長
に
対
し
調
査
に
関
す
る
協

力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、植
物
防
疫
官
又
は
北
海
道
知
事
若
し
く
は
網
走
市
長
の
指
定
す
る
職
員
）

が
移
動
制
限
植
物
等
を
防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ
移
動
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

防
除
区
域
内
で
生
産
さ
れ
た
な
す
科
植
物
の
生
塊
茎
等
の
地
下
部

二

防
除
区
域
内
で
生
産
さ
れ
た
な
す
科
植
物
以
外
の
植
物
の
地
下
部
の
う
ち
土
の
付
着
し
た
も
の

三

防
除
区
域
以
外
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た
植
物
の
地
下
部
で
あ
っ
て
、
防
除
区
域
内
で
生
産
さ
れ
た
植
物
の
地
下

部
の
う
ち
土
の
付
着
し
た
も
の
と
混
在
し
た
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
容
器
包
装





別
記
様
式
第
一
号
（
第
４
条
第
１
項
関
係
）作
付
禁
止
植
物
作
付
許
可
申
請
書

下
記
の
と
お
り
作
付
け
を
し
た
い
の
で
許
可
願
い
た
く
・
・
・
・
・
・
・
植
物
防
疫
所
を
経
由
し
て
申
請
し
ま
す
。

住
所

職
業

氏
名


年

月
日

農
林
水
産
大
臣

殿

植
物
等
の
普
通
名
称
及
び
学
名

栽
培

面
積

栽
培

の
目

的

ほ
場

の
住

所

栽
培
中
の
管
理
方
法

栽
培
中
の
管
理
責
任
者
の
住

所
・
氏
名
・
職
業

栽
培
期
間
及
び
栽
培
後
の
処
理

方
法

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

備
考
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
ほ
場
の
所
在
地
が
分
か
る
地
図
等
を
別
途
添
付
す
る
こ
と
。
　

別
記
様
式
第
二
号
（
第
４
条
第
２
項
関
係
）

第
号

年
月

日
作
付
禁
止
植
物
作
付
許
可
証
明
書

農
林
水
産
大
臣

下
記
・
・
・
・
・
・
・
は
、「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
」
第
３
条

第
２
号
の
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

普
通

名
称

及
び

学
名

栽
培

面
積

許
可
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

ほ
場

の
住

所
栽
培
中
の
管
理
責
任
者
の
住
所
及
び
氏
名

備
考
作
付
け
を
許
可
す
る
ほ
場
の
所
在
地
が
分
か
る
地
図
等
を
別
途
添
付
す
る
。
　

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
２

前
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
二
日
前
ま
で
に
植
物
防
疫
官
に
別

記
様
式
第
四
号
に
よ
る
検
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

植
物
防
疫
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
検
査
の
期
日
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
検
査
の
結
果
、
当
該
移
動
制
限
植
物
等
に
つ
い
て
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を

防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
植
物
防
疫
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

検
査
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
検
査
合
格
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
移
動
の
許
可
）

第
六
条

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所
を

経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ

の
緊
急
防
除
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
移
動
制
限
植
物
等
の
移
動
の
方
法
及
び
移

動
後
の
管
理
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
必
要
な
条
件
を
付
し
て
移
動
を
許
可
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を

し
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
許
可
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
許
可
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
当
該
許
可
に
係
る
移
動
制
限
植
物
等
に
添
付
し
て
移
動
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
の
措
置
）

第
七
条

防
除
区
域
内
に
存
在
す
る
移
動
制
限
植
物
等
の
う
ち
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
付
着
し
、
又

は
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、
植
物
防
疫
官
に
よ

り
こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
又
は
網
走
市
長
に
対
し
廃
棄
の
措
置
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又
は
北
海
道
知
事
若
し
く
は
網
走
市
長
の
指
定
す
る
職
員
）
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
廃

棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

第
二
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た

行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

北
海
道
網
走
市
稲
富
、
音
根
内
、
北
浜
、
昭
和
、
豊
郷
、
中
園
、

浦
、
丸
万
、
実
豊
、
藻
琴
及
び
山
里





別記様式第三号（第４条第３項関係）

試 験 ほ 場 標 札
許 可 番 号
普通名称及び学名
面 積
栽 培 者
住 所
氏 名25

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

30センチメートル

１メートル

別記様式第四号（第５条第２項関係）
移動制限植物等移動検査申請書

下記のとおり移動したいので検査を申請します。
住 所
氏 名 

年 月 日
・・・・植物防疫所（・・・・・・・支所又は出張所）植物防疫官 殿

移 動 予 定 年 月 日

移 動 前 の 管 理 場 所

移 動 後 の 利 用 場 所

荷送人の住所及び氏名

荷受人の住所及び氏名

容 器 包 装 の 種 類

植 物 の 種 類 梱 数 数 量 産 地 備 考

㎏

備考 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。　

別記様式第六号（第６条第１項関係）
移動制限植物等移動許可申請書

下記のとおり移動したいので許可願いたく・・・・・・・植物防疫所を経由して申請します。
住 所
職 業
氏 名 

年 月 日
農林水産大臣 殿

植物等の普通名称及び学名

梱 数 及 び 数 量 ㎏

産 地

容 器 包 装 の 種 類

移 動 の 方 法

移 動 の 目 的

移 動 予 定 年 月 日

荷送人の住所・氏名・職業

荷受人の住所・氏名・職業

移動後の管理の場所その他
の管理方法

平
成


年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

別記様式第五号（第５条第４項関係）
第 号

移動制限植物等検査合格証明書
年 月 日

・・・・植物防疫所（・・・・・・・支所又は出張所）
植物防疫官 氏 名 

下記の・・・・・・・は、「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令」第５条第１
項の検査に合格したことを証明する。
植物の種類、梱数及び数量
容 器 包 装 の 種 類
荷送人の住所及び氏名
荷受人の住所及び氏名
検 査 年 月 日





移 動 後 の 管 理 責 任 者

利用期間及び利用後の処理
方法

その他参考となるべき事項

備考 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。　
別記様式第七号（第６条第２項関係）

第 号
年 月 日

移動制限植物等移動許可証明書
農林水産大臣

下記・・・・・・・は、「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令」第５条
第１項ただし書の許可を得たものであることを証明する。
普 通 名 称 及 び 学 名
梱 数 及 び 数 量
産 地
容 器 包 装 の 種 類
許可申請者の住所及び氏名
荷送人の住所及び氏名

平
成


年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報




